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○ 令和6年7月２日に政府行動計画を閣議決定。同年８月30日に政府行動計画ガイドラインを改定。
○ 11月21日以降、順次訓練※（全都道府県と連携した緊急連絡会議、政府対策本部会合の開催や水際訓練等）を
実施中。自治体が行う訓練への個別支援も複数実施中。
※ 当該訓練の機会に、感染症発生時に迅速な初動対処を行うための基盤となる、医療提供体制や検査体制、物資の備蓄状況等も確認。

○年明け以降、行動計画を踏まえた関係省庁の取組状況のフォローアップ（FU）作業に着手し、６月頃にとりま
とめの上、新型インフルエンザ等対策推進会議への報告を経て公表予定。

○新型インフルエンザ等対策推進会議は、４半期に１回程度開催予定。

政府行動計画を踏まえた中長期的な今後の対応
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新型インフルエンザ等対策推進会議（第15回）
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